
令和７年７月９日 

各  位 

神戸市職員信用組合 

兵庫県警察本部との「特殊詐欺等の検挙及び被害防止に係る協定」の締結について 

 神戸市職員信用組合は、ＳＮＳ型投資詐欺やロマンス詐欺などの特殊詐欺根絶を目

的に、兵庫県警察本部（以下「兵庫県警察」という。）と「特殊詐欺等の検挙及び被害

防止に係る協定」を締結しましたので、お知らせします。 

 当組合は、今後も組合員の皆様の大切な資産を守るために、金融犯罪防止に向けた

対策に積極的に取り組んでまいります。 

記 

１ 協定の概要 

 特殊詐欺やＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺といった金融犯罪の増加が社会問題となって

おります。 

詐欺の被害金の送金先として、預貯金口座が不正利用されていることをふまえ、下

記のとおり兵庫県警察と情報提供および連携を強化することで、特殊詐欺等の被害拡

大や口座不正利用の防止を図ります。 

（１）兵庫県警察から当組合への情報提供

兵庫県警察は、特殊詐欺の被害申告を受けた際に、不正利用が疑われる口座情報（銀

行名、店番、預金科目、口座番号、氏名など）を、当組合と迅速に情報共有します。 

（２）当組合から兵庫県警察への情報提供

 当組合は、振込データを調査し、不正利用口座への振込が確認された場合や、特殊詐

欺が疑われる取引を発見した場合は、その情報を兵庫県警察に提供します。 

 これにより、兵庫県警察は、提供されたデータをもとに、詐欺被害の可能性がある方

に連絡を取り、被害の拡大を防止します。 

 また、不正利用口座情報を共有することにより、同じ人物が関与している可能性のあ

る口座を調査することにより、詐欺被害の未然防止を図ります。 

２ 協定締結日 

  令和７（2025）年７月７日 



３ 協定金融機関 

 当組合を含む兵庫県下に本店を置く３５金融機関すべて（※）が兵庫県警察と協定を

締結しました。 

 （※）神戸市職員信用組合、みなと銀行、但馬銀行、神戸信用金庫、姫路信用金庫、

播州信用金庫、兵庫信用金庫、尼崎信用金庫、日新信用金庫、淡路信用金庫、但馬信用

金庫、西兵庫信用金庫、中兵庫信用金庫、但陽信用金庫、兵庫県警察信用組合、兵庫県

医療信用組合、兵庫県信用組合、淡陽信用組合、兵庫ひまわり信用組合、なぎさ信用漁

業協同組合連合会、兵庫県信用農業協同組合連合会および県内 14農業協同組合 

 

【お問い合わせ先】 

神戸市職員信用組合 総務部 

０７８－９８４－０５００ 

 


